










































































































































利用目的一覧 別添３

利用目的の
分類

利用目的 例

硬式テニス・ソフトテニス

パドルテニス・ショートテニス

ゲートボール・グラウンドゴルフ

フットサル・ハンドボール

バレーボール・バトミントン・インディアカ

バスケットボール・ミニバスケ

卓球

レクリエーション・運動会

スポーツ吹き矢

水泳・水中運動

ラグビー（小学生）

サッカー（小学生）

サッカー（中学生）

サッカー（高校生以上）

フラッグフットボール・アルティメット

軟式野球（小学生)

軟式野球（中学生)

軟式野球（高校生以上)

ソフトボール（小学生）

ソフトボール（中学生以上）

その他スポーツ

柔道・躰道

剣道・合気道・空手・少林寺・なぎなた

太極拳・気功

弓道

ダンス・フィットネス一般
リトミック、エアロビフィットネス、バレエ
等を含む

体操・トリム体操

器械体操

ヨガ・ピラティス

音楽（楽器演奏）

音楽（歌唱）

舞台芸術・芸能 演劇、ミュージカル、朗読等を含む

映像

美術・工芸

趣味一般
文化活動のうち、大きな音が出ないもの、室
内を汚す恐れのないもの

料理

会議

講演会等
講演会、研修会、発表会、学習会、研究会、
式典、健康診断

展示会・展覧会

学校行事

展示会・
学校行事等

スポーツ

武道・格闘技

体操・ダンス等

音楽(楽器演奏・
歌唱等)

文化活動

会議・
講演会等

























別添５ 

利用者登録における本人確認及び必要書類の提出について 

 

1. 本人確認書類等の提出について 

利用者登録するにあたって、施設ごとに定められた１人以上の本人確認書類の提出が必要となり

ます。 

また、本人確認書類をオンラインで提出する場合、施設予約システムとは別サイト

「TRUSTDOCK」にて、書類の提出を行います。 

 

2. 本人確認書類等提出の流れ 

施設予約システムの場合 

 

 

 

窓口の場合 

 

 

 

（1） 本人確認書類等の必要提出枚数確認 施設予約システム・窓口の場合 

利用者登録申請前に、本人確認書類が必要な人数を確認してください。 

別添 2「申込許可グループごとのご案内」の必要書類欄でご確認いただけます。 

 
利用希望施設（申込許可グループ）が１つの場合は、その施設の登録に必要な数の本人確認書

類の提出をしてください。 

利用希望施設（申込許可グループ）が２つ以上の場合は、希望する施設のうち、提出必要数が

多い方に合わせて、本人確認書類の提出をしてください。 

 

 

 

※本人確認書類の提出が必要な全員が、オンラインで提出できる場合のみ、オンラインでの申

請が可能です。そのうち 1 名でもオンライン提出が難しい場合は、窓口での申請をお願い

します。手続きは、オンラインと窓口の併用はできません。 

※窓口申請の場合、一度に複数の申込許可グループへのお申し込みはできません。複数の申

込許可グループへのお申し込みを希望される場合は、各施設でのお手続きをお願いいた

します。（アカウントは１つでご利用いただけます。） 

 

例：「産業振興センター」を利用したい場合 ➡ 構成員入力は１人（代表者含む） 

例：「多目的運動場（平和の森公園除く）」と「産業振興センター」を利用したい場合➡構成員入力は１０人（代表者含む） 

本人確認書類の 

必要提出枚数確認 

施設予約システム上の 

構成員追加 

提出用メール受信 

提出書類選択 

書類の 

アップロード 

本人確認書類の 

必要提出枚数確認 

窓口への提示 



別添５ 

（2） 施設予約システムでの構成員追加 施設予約システムの場合 

利用者登録申請をする際に、本人確認書類の必要提出枚数分、施設予約システム上の構成員

情報における構成員を追加します。団体全員分を施設予約システム上の構成員欄に追加する

必要はございません。 

追加をし、メールアドレス等を入力することで、本人確認書類アップロード用のリンクが、送付

されますので、アクセスして書類を提出してください。 

 

 

 

 

【利用者登録申請時の構成員追加方法等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「構成員追加」をクリックすると、 

構成員入力欄が増えますので、 

本人確認書類提出人数分、 

構成員を追加してください。 

「構成員追加」をクリックし 

構成員の２人目が追加されました。 

本人確認書類の提出が必要な場合 

身元確認書類提出を「必要」としてください。 

「必要」を選択すると、アップロード用リンクが

送付されるメールアドレスが入力可能となりま

す。 

例：「産業振興センター」を利用したい場合 ➡ 構成員入力は１人（代表者含む） 

例：「多目的運動場（平和の森公園除く）」と「産業振興センター」を利用したい場合➡構成員入力は１０人（代表者含む） 



別添５ 

（3） 提出用メールの受信と提出する書類の選択 施設予約システムの場合 

メールアドレスが入力された構成員あてに、書類アップロード用リンクがメールで届きます。 

提出したい書類に合わせて、リンクをクリックし、書類を提出してください。 

本人確認書類の提出人数は、各申込許可グループで指定する枚数の提出が必要ですが、在学

または在勤を証明する書類においては、本人確認書類を提出するなかで、在住でない場合の

み提出をしてください。 

 

 

 

 
提出方法 

提出可能 

枚数 

対象書類 

（有効期限内のものに限る） 

① 

画像のアップロードまたは 

その場で写真を撮影して 

アップロード 

１枚 

マイナンバーカード（表面） 

運転免許証 

健康保険資格確認書（※） 

パスポート（住所が確認できるもの） 

運転経歴証明書 

在留カード 

特別永住者証明書 

② 
マイナンバーをスマートフォン

アプリで読み込み 
１枚 マイナンバーカード 

③ 

画像のアップロードまたは 

その場で写真を撮影してアップ

ロード 

１０枚まで 
在学・在勤を証明する書類など 

（例：生徒手帳や学生証、在勤証明書） 

※健康保険資格確認書については、裏面に住所の記入をお願いいたします。 

※健康保険被保険者証は、提出いただけませんので、ご注意ください。（健康保険資格確認書は、

引き続きご提出可能です。） 

※上記の書類の提出が難しい場合は、登録を希望する施設窓口にご相談ください。 

【参考】 在住の方の場合 ： ①または②  

在学・在勤の方の場合 ： ①または② ＋ ③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：本人確認書類を１０名分提出し、そのうち、４名が区内在住でない場合は、区内在住

ではない４名のみ、併せて在学または在勤を証明する書類の提出が必要です。 

①  

②  

③  



別添５ 

3. 全開放利用のみを行う場合（全開放登録） 

いずれの申込許可グループにも利用者登録をしない（または、要件には当てはまらない）場合に、

全開放期間にのみ予約申込が可能となる登録がございます。登録を行うことで、全開放対象施設

の予約が可能となります。 

登録を行う場合、団体・個人を問わずに、１名分の本人確認書類の提出が必要となります。 

 全開放（区内） 全開放（区外） 

登録要件 

団体の場合、代表者 

個人の場合、その個人が 

在住または在学または在勤 

どなたでも 

個人での 

登録 

登録される方の本人確認書類 

（在学・在勤の場合は、 

追加で在学・在勤を証明する書類） 

登録される方の本人確認書類 

団体での 

登録 

登録される団体代表者の本人確認書類 

（在学・在勤の場合は、 

追加で在学・在勤を証明する書類） 

登録される団体代表者の本人確認書類 

※ 高校生未満の個人での登録、または高校生未満のみの団体での登録には、保護者の承諾書の

提出が必要です。 

※ 全開放登録では、減額及び免除はご利用いただけません。 



別添６ 

抽選申込時の注意事項 

1. 抽選の仕組みについて（概要） 

抽選は、利用者に対して行います。利用者全員の当選希望順位に対して、当選か落選が決まるま

で、システムの中で抽選を繰り返します。 

 

【例】利用者３名が、ある施設の５月１日９時～12 時の枠に申し込んだ場合 

▼第１巡目 

利用者 第１希望 第２希望 第３希望 

 
部屋 C 部屋 B 部屋 A 

 

部屋 A 

部屋 B 
部屋 D 部屋 A 

 
部屋 A 部屋 C 部屋 D 

 

▼第２巡目 

 

 

 

 

 

 

2. 連続する予約枠 

連続で予約枠を選択すると、原則１つの予約として取り扱われます。 

【例】 

９～１２時の枠と、１３～１７時の枠を連続して選択すると、９～１７時の予約となります。 

抽選は９～１７時の枠に対してかかり、９～１７時として当選または落選となります。 

（９～12 時、１３～１７時のそれぞれに抽選はかかりません。） 

 

 

 

 

 

当選 利用者 第１希望 第２希望 第３希望 

３位 
 

部屋 C 部屋 B 部屋 A 

２位 
 

部屋 A 

部屋 B 
部屋 D 部屋 A 

１位 
 

部屋 A 部屋 C 部屋 D 

利用者 第１希望 第２希望 第３希望 

 
部屋 C 部屋 B 部屋 A 

 

部屋 A 

部屋 B 
部屋 D 部屋 A 

 
部屋 A 部屋 C 部屋 D 

当選 利用者 第１希望 第２希望 第３希望 

２位 
 

部屋 C 部屋 B 部屋 A 

１位 
 

部屋 A 

部屋 B 
部屋 D 部屋 A 

３位 
 

部屋 A 部屋 C 部屋 D 

抽選 

※ 黄色は当選を指します。 

抽選 



 

 

 

 

 

 

【例】 

９～12 時の枠、１３～１７時の枠、それぞれに抽選をかけたい場合は、１つずつ枠を選択し、抽選申

込を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 室場の取扱い 

① 隣り合った室場等を使用する場合 

施設によっては、パーティションを外す等により、あわせて利用できる部屋について、 

「洋室１＋２」のように、「〇〇＋〇〇」の形式で登録している場合がございます。 

室場を連続して使用する場合は、「〇〇＋〇〇」の形式で表記された室場を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

連続で予約枠を選択すると、原則１つの予約として取り扱われます。 

別々の予約として取り扱う場合は、１つずつ枠を選択し、抽選申込を行ってから

当選希望順位の設定を設定してください。 

※ご注意ください※ 

「洋室１」と「洋室２」を予約した場合は２枠として数え、 

「洋室１＋２」を予約した場合は１枠として数えます。 

選択される際には、ご注意ください。 

※ご注意ください※ 

←１枠カウント 

←１枠カウント 

←１枠カウント 



料金関係窓口一覧 別添７

1 なかのZERO

2 野方区民ホール

3 なかの芸能小劇場

4 中野区役所本庁舎 本庁舎８階窓口　文化振興・多文化共生推進課 中野区役所　本庁舎

5 産業振興センター 産業振興センター 産業振興センター

6 総合体育館 総合体育館 総合体育館・平和の森公園

7 中部スポーツ・コミュニティプラザ 中部スポーツ・コミュニティプラザ

8 南部スポーツ・コミュニティプラザ 南部スポーツ・コミュニティプラザ

9 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ

10 上高田運動施設 上高田運動施設

11 哲学堂運動施設 哲学堂運動施設

12 妙正寺川運動広場 ー ー

13 平和の森公園多目的運動広場 総合体育館 総合体育館・平和の森公園

14 白鷺/本五/南台多目的運動場 本庁舎９階窓口　公園課 多目的運動場（平和の森公園除く）

15 小学校

16 中学校

【窓口で支払う場合】
　利用する施設によってお支払いが可能な施設が異なります。
　「窓口でお支払いをする場合にお越しいただく施設」を確認の上、利用施設ごとに指定された施設に来所し、
　支払いをしてください。(なお、還付手続きについても同様の窓口で受付が可能です。）

【オンラインキャッシュレスで支払う場合】
　利用する施設によってお支払い時に選択する「支払先」が異なります。以下の選択肢が表示された際は、
　利用施設ごとに指定された「支払先」を確認の上、選択をしてください。

文化施設

スポーツ・コミュニティプラザ

上高田・哲学堂運動施設

本庁舎７階窓口　スポーツ振興課

なかのZERO
野方区民ホール
なかの芸能小劇場

なお、領収書の発行は、現金でのお支払い時に限ります。
オンラインキャッシュレス決済　または　窓口キャッシュレスでは対応出来かねますので、ご注意ください。

利用施設
窓口でお支払いをする場合に、
お越しいただく施設（支払施設）

オンラインキャッシュレスで支払う場合に
選択する「支払先」

小中学校（学校開放）



利用施設
窓口でお支払いをする場合に、
お越しいただく施設（支払施設）

オンラインキャッシュレスで支払う場合に
選択する「支払先」

17 南中野区民活動センター 南中野区民活動センター
南中野区活、健幸プラザ南部・しんやまの
家

18 弥生区民活動センター 弥生区民活動センター 弥生区活、健幸プラザ本一

19 鍋横区民活動センター

20 鍋横区民活動センター分室

21 東部区民活動センター 東部区民活動センター
東部区活、健幸プラザ東部、城山ふれあい
の家

22 桃園区民活動センター 桃園区民活動センター 桃園区活

23 昭和区民活動センター 昭和区民活動センター 昭和区活、健幸プラザ昭和

24 東中野区民活動センター 東中野区民活動センター 東中野区活、健幸プラザ東中野いこいの家

25 上高田区民活動センター 上高田区民活動センター
上高田区活、健幸プラザ上高田二丁目公
園・みどり館上高田

26 新井区民活動センター 新井区民活動センター 新井区活

27 江古田区民活動センター 江古田区民活動センター 江古田区活、みずの塔ふれあいの家

28 沼袋区民活動センター 沼袋区民活動センター 沼袋区活、健幸プラザ沼袋

29 野方区民活動センター

30 野方区民活動センター分室

31 大和区民活動センター 大和区民活動センター 大和区活

32 鷺宮区民活動センター

33 鷺宮区民活動センター分室

34 上鷺宮区民活動センター

35 上鷺宮区民活動センター分室

36 上鷺宮区民活動センターテニスコート

37 健幸プラザ　しんやまの家

38 健幸プラザ　南部

39 健幸プラザ　本一 弥生区民活動センター 弥生区活、健幸プラザ本一

40 健幸プラザ　東部 東部区民活動センター
東部区活、健幸プラザ東部、城山ふれあい
の家

41 健幸プラザ　昭和 昭和区民活動センター 昭和区活、健幸プラザ昭和

42 健幸プラザ　東中野いこいの家 東中野区民活動センター 東中野区活、健幸プラザ東中野いこいの家

43 健幸プラザ　上高田二丁目公園

44 健幸プラザ　みどり館上高田

45 健幸プラザ　沼袋 沼袋区民活動センター 沼袋区活、健幸プラザ沼袋

46 健幸プラザ　野方

47 健幸プラザ　東山

48 健幸プラザ　若宮

49 健幸プラザ　若宮いこいの家

50 健幸プラザ　白鷺

51 健幸プラザ　鷺宮

52 健幸プラザ　鷺六

53 みずの塔ふれあいの家 江古田区民活動センター 江古田区活、みずの塔ふれあいの家

54 城山ふれあいの家 東部区民活動センター
東部区活、健幸プラザ東部、城山ふれあい
の家

55 中部すこやか福祉センター 中部すこやか福祉センター 中部すこやか福祉センター

鷺宮区民活動センター
鷺宮区活・分室、健幸プラザ若宮・若宮いこ
い・白鷺・鷺宮・鷺六

野方区民活動センター 野方区活・分室、健幸プラザ野方・東山

鷺宮区活・分室、健幸プラザ若宮・若宮いこ
い・白鷺・鷺宮・鷺六

上鷺宮区民活動センター 上鷺宮区活・分室・テニスコート

南中野区民活動センター
南中野区活、健幸プラザ南部・しんやまの
家

鷺宮区民活動センター

野方区民活動センター 野方区活・分室、健幸プラザ野方・東山

上高田区民活動センター
上高田区活、健幸プラザ上高田二丁目公
園・みどり館上高田

鍋横区民活動センター 鍋横区活・分室
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ペナルティ制度 

 

1. 制度の目的と概要 

直前の取消や、予約と再予約を繰り返すことで支払期限を延長させる行為等を防ぐため、ペナル

ティ制度を導入します。 

 

ペナルティ制度とは、該当するキャンセルや不来場等があった場合、ペナルティポイントが付与さ

れ、申込許可グループごと（文化施設を除く）に、直近過去５か月で累計５ポイントたまった場合、

翌１か月の申込に制限がかかり、１か月間申込ができません。 

なお、制限の対象は申込のみであり、利用に対して制限はかかりません。 

 

 

2. ポイントが付与されるケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） ポイント付与の対象となる取消を行った場合 

何をしたらポイントが付くか 

以下に該当する場合、ペナルティポイントが１ポイント付与されます。 

 

施設・室場 ポイント付与の対象 
付与 

ポイント 

なかのZERO（音楽練習室A・B

を除く） 

野方区民ホール 

なかの芸能小劇場 

総合体育館 

予約申込後（抽選申込の場合、確定処理

後）に予約取消をした場合 

１ポイント 

上記以外の施設・室場 

利用日の7日前午後５時以降に予約取消を

した場合 

 

【例】５月２５日が利用日の場合、 

５月１8日午後５時以降の取消が対象 

 

 

ペナルティポイントが付与されるのは、 

 「自己都合の取消」 かつ 

 「使用料未払い（免除・全額還付対象含む）」の場合に限ります。 

上記に該当しない場合は、後日管理者でポイントを削除させていただきます。 

※注意※ 
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なお、利用日当日の支払を認めていない以下の施設においては、支払期限内の支払が確認

できなかった場合、予約が取消となります。その取消が、上記のポイント付与の対象に該当す

る場合は、ポイントが付与されますのでご注意ください。 

該当施設 備考 

多目的運動場（平和の森公園を除く）  

健幸プラザ（すべて）  

区民活動センター（分室のみ）  

産業振興センター（体育施設のみ）  

なかのZERO（音楽練習室除く） 

支払期限が、「当日利用開始まで」に 

該当しない予約の場合に限る 

野方区民ホール 

なかの芸能小劇場 

総合体育館 

 

 

いつポイントが付くか 

① ポイント付与の対象期間中に、取消した場合、取消処理をした際に、１ポイント付与されま

す。（取消の際、以下のように表示されます） 

 

 

② 利用日当日の支払を認めていない施設においては、支払期限までに支払が確認できなか

った場合、予約が取消となります。 

その場合、支払期限日の翌営業日に、１ポイント付与されます。 

なお、施設ごとに営業日が異なります。 
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（2） 無断キャンセルがあった場合 

何をしたらポイントが付くか 

予約について無断キャンセルとなった場合（利用日当日の利用時間終了までに来所しなかっ

た場合）、予約が取消となります。この場合、ペナルティポイントが１ポイント付与されます。 

 

いつポイントが付くか 

予約済みで、利用日に施設に来所しなかった場合（連絡をせずにキャンセルをした場合）、 

利用する予定であった日の翌営業日に、１ポイント付与されます。 

なお、施設ごとに営業日が異なります。 

 

※ 取消期限後の取扱いについて ※ 

取消期限を過ぎた後については、取消を行うことができません。 

利用施設への連絡は原則不要ですが、以下の施設については、一般開放等を行う都合上、利用

予定がなくなった時点で施設へご連絡ください。 

利用しない場合にご連絡していただきたい施設 

産業振興センター（体育施設のみ）（※） 哲学堂弓道場 

平和の森公園多目的運動広場 多目的運動場 

南部・鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ 

（温水プールのみ） 

中部スポーツ・コミュニティプラザ 

（屋外運動広場のみ） 

小学校 中学校 

妙正寺川公園運動広場 健幸プラザ 

 区民活動センター（分室のみ） 

（※）産業振興センター（体育施設のみ）については、お電話をいただいたタイミングで予約を取

り消すため、ペナルティポイントを即時付与いたします。（免除の場合に限る） 
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3. ポイントが蓄積するグループ 

申込許可グループごと（文化施設を除く）に、ポイントが蓄積されます。特定の申込許可グループ

で累計５ポイントたまった場合、その対象の施設・室場の申込が制限されます。 

なお、全開放利用においても、以下の単位でポイントが蓄積します。 

 申込許可グループ名 対象の施設・室場 

１ 文化施設（グループ①・②） 

なかのZERO 

大ホール/小ホール/多目的練習室/視聴覚ホ

ール/展示ギャラリー/美術ギャラリー(1階・2

階)/リハーサル室/音楽室/学習室(1～4、A、

B)/和室/美術工芸室/科学実験室 

野方区民ホール 

なかの芸能小劇場 

２ 文化施設（グループ③） 
なかのZERO 

音楽練習室(A、B) 

３ 庁舎施設 ナカノバ、ミーティングルームA・B 

４ 産業振興センター 産業振興センター 

５ 総合体育館 総合体育館 

６ スポーツ・コミュニティプラザ すべてのスポーツ・コミュニティプラザ 

７ 哲学堂・上高田運動施設（野球場、会議室） 哲学堂・上高田運動施設（野球場、会議室） 

８ 哲学堂・上高田運動施設（庭球場、会議室） 哲学堂・上高田運動施設（庭球場、会議室） 

９ 哲学堂弓道場・会議室 哲学堂弓道場・会議室 

１０ 妙正寺川公園運動広場 妙正寺川公園運動広場 

１１ 平和の森公園多目的運動広場 平和の森公園多目的運動広場 

１２ 多目的運動場（平和の森公園除く） すべての多目的運動場 

１３ 小学校（学校開放）（校庭） すべての小学校 

１４ 中学校（学校開放） すべての中学校 

１５ 集会室・地域施設（区民活動センター等） 

すべての区民活動センター（分室含む） 

上鷺宮区民活動センターテニスコート 

すべての健幸プラザ 

すべてのふれあいの家 

１６ 中部すこやか福祉センター 中部すこやか福祉センター 
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4. 申込制限が発生する場合の例 

【例１】 

申込許可グループ「総合体育館」で以下のように、ポイントが付与された場合、１１月の１か月

間申込に制限がかかり、１か月間申込ができません。 

※制限がかかるのは、申込許可グループ「総合体育館」のみで、その他の申込許可グループに

ついては、制限なくお申込みいただけます。 

 

 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 

ポイント １P ２P ０P １P ０P ２P ０P １P 

         

       制限  

         

 

【例２】 

申込許可グループ「産業振興センター」で以下のように、ポイントが付与された場合、１０月か

ら２月までの５か月間申込に制限がかかります（５か月間申込ができません）。 

※制限がかかるのは、申込許可グループ「産業振興センター」のみで、その他の申込許可グル

ープについては、制限なくお申込みいただけます。 

 

 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 

ポイント ０P ０P ０P ０P ５P ０P ０P ０P ０P ０P 

      制限     

       制限    

        制限   

         制限  

          制限 

 

5. その他 

（1） 累計ポイントの確認はできません。確認が必要な場合は、当該申込許可グループに含まれる

施設窓口にお問合せください。 

（2） 当制度は、一定期間経過後、利用状況を踏まえて見直しを行う予定です。 

 

合計４ポイント 

合計５ポイント 

合計３ポイント 

合計５ポイント 

合計５ポイント 

合計５ポイント 

合計５ポイント 

合計５ポイント 


